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チョコレートよりマリファナに金を使うアメリカ人～ 

首都で進むマリファナ合法化 

I. 街で普通に嗅ぐマリファナの匂い。 

 

 
 

歩道に置かれる看板 百聞は一見に如かず、である。先ず下の写真をご覧頂きたい。

District Hemp Botanicals という小売店の看板である。冒頭に

『無料試供品あり〼
ます

』と書かれており、「CBD（カンナビジオ

ール：マリファナに含まれる成分の一）の効能をご存じです

か？」と問う。その答えとして、催眠・気分高揚・鎮痛・スト

レス解消・その他沢山、を挙げる。この看板が立っているのは

デュポン・サークルという地区であり、ワシントン D.C.（以下

DC）の中では洗練された商業区域である。 

外に出れば匂ってく

る 

こうした娯楽用マリファナ「薬局」（Dispensaries）は DC の

各所に存在する。Google Maps で検索しただけで 20 ヶ所が挙
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II. アメリカの複雑さ - 「民主主義の実験室」。 

がる。実際に手に入る場所はそれより多いだろう。売られてい

るだけではない。直近の数年、筆者の感覚だが、コロナ感染以

降、街中でマリファナのジョイント（喫煙用にマリファナを煙

草状に巻いたもの）を喫煙する者が増えた。特有の匂いがあ

り、歩いていてもすぐ判る。そして DC を歩けば大抵の日に、

その香りを嗅ぐことになる。付き合いのある NPO の幹部曰

く、彼女の夫も常用している由。そして、ジョイントで喫煙す

るのではなく、食用マリファナをチョコレートやグミに溶かし

こんだものを食している様だ。「そちらの方が簡単で消費が増

えて」おり、「どこでも売っている。」とのこと。一方、

（DC からは離れるが）ニューヨークに住むアメリカの知人

は、駅で配っていたプロモーション用のガミーベア（日本のグ

ミの類）を貰って食べたら、苦くて食べきれなかったそうだ。 

この様に書くと、アメリカでは娯楽用マリファナは合法であ

り、誰でも購入・使用でき、社会的地位のある中高年もそれを

親しんでいるかの印象を与えるかもしれない。だが、ことはそ

う単純ではない。そもそも合衆国全体（連邦）も DC 政府も、

娯楽用マリファナ販売を禁止している。ではなぜ、東京で言え

ば表参道の様なデュポン・サークルの歩道上に堂々と看板が置

かれ、大の大人がマリファナ入りチョコレートで疲れを癒せる

のか。それがアメリカのユニークなところである。 

厳しい連邦法 DC の個別事情に触れる前に、アメリカのマリファナ規制を概

観する。規制は連邦政府に拠るものと州政府に拠るもの、二階

層が存在する。結果として、連邦と別に州ごとに個別の法律が

存在し、規制の種類や強弱も千差万別である。連邦法と州法に

齟齬がある場合、本件に就いては、概ね州政府の法律が連邦法

に優先されると考えて良い。 

連邦政府の規制は（薬品に係る）規制物質法 1 に拠る。同法

は、(i) 乱用（abuse）の潜在性の高さ・(ii) 医療目的でどこま

で使用されているか・(iii) 嗜癖2（Addiction）の潜在性の高さ

並びに安全性、の三点を基準として、該当する物質（薬品）を

五つに分類している。内、一番厳しく規制される第一分類（乱

用潜在性が高く、医療目的で使われておらず、嗜癖潜在性が高

いもの）の中に、ヘロイン、メタンフェタミン等と並んでマリ
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III. DC の特殊性。I-71 Business の誕生。 

ファナも含まれている。この第一分類の薬品は処方や生産量等

が厳しく制限される。マリファナ所持・流通は連邦法違反であ

る。 

なぜ州法が優先され

るか。 

前節で、連邦法と州法が合意しない場合、州法が優先されると

書いた。その根拠は何かを考える。先ず、合衆国憲法第６章第

2 項3は、憲法と憲法に準拠して定められる合衆国の法律（＝連

邦法）を国の最高法規としており、州の憲法・法律にこれと異

なる定めがある場合でも、連邦法に拘束されることを定めてい

る。これだけであれば、マリファナ規制に関して連邦法が優先

する様にも考えられる。 

一方、合衆国憲法修正第 10 条4は、憲法が、合衆国（＝連邦）

に委任していない権限・州に対して禁止していない権限は、

各々の州または人民に留保される、としている。そして、憲法

はマリファナの使用次第に関して連邦に委任しておらず・州を

禁じていない。而して、州がその取扱いに就いて連邦と異なる

法律を定めれば、それが優先されるという判断が成立する。 

州は民主主義の実験

室。アメリカの民主

主義の面白さ。 

20 世紀初頭に連邦最高裁判事を務めたルイ・ブランディス5

が、ある判断への反対意見の中で使った「民主主義の実験室」

という言い回し6がある。要約以下。原文は文末脚注に附す。 

「勇気ある州の一が、州民の意に沿い、他州に影響を及ぼさぬ

限り、自らが実験室となり、斬新な社会的・経済的な実験を試

みることを封じるべきでない。」 

連邦のマリファナ規制を、州と州民が正しいと思えば、州法で

緩和していく。これがアメリカの発想である。 

保有したり、他人に

あげたり、栽培する

のは合法。だがそれ

だけじゃない。 

第一章では、DC ではマリファナの販売は禁止されていると書

いた。同時に、マリファナが広く使用されていることも。この

矛盾はどうやって成立しているのか。 

ややイメージが持ちにくいが、DC ではマリファナの販売は出

来ないものの、以下の行為が合法に認められている。 

• 2 オンス7以下の大麻を保有すること。 

• 私有地内で大麻を使用すること。 
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• 1 オンス以下の大麻を、21 歳以上の成人に、金銭や物品や

サービス等の対価を伴わずに、譲渡すること。 

• 主たる居住地の中で、6 株8（内成熟したものは 3 株まで）

までの大麻を栽培すること。 

上の内容は 1998 年の医療用マリファナ合法化9に続いて 2014

年に行われた特別区民投票「Initiative-71（I-71）」10に拠って

成立した。これによってマリファナの保有・使用・譲渡への道

が開かれたが、上の箇条書きにした内容の字面を見る限り、販

売は不可能である。だが、そこは斬新な社会実験や経済実験を

否定せず、創造性を抑圧しないアメリカ人のこと。「合法」な

マリファナ小売ビジネスが成立しているのである。 

おまけ商法 では、どうやって白昼堂々とマリファナを「販売」できるの

か。結論を言えば、「販売」せずに、マリファナを渡し、「対

価」ではない「お金」を貰っているのである。前節箇条書きの

3 つ目にある通り、何らかの対価を貰わずに譲渡（Transfer）

することは合法である。では具体的にどうするか。 

日本であればプロ野球スナックのトレカ、アメリカであればク

ラッカージャックの玩具。それと同じことをしているのであ

る。マリファナを「販売」する小売店に行くと、そこで販売さ

れるのは、ステッカー・トートバッグ・トレカ・美術品（実際

の絵や写真に加えてデジタル：お金を払ってコードを貰いそれ

でダウンロードするタイプもあり。）等である。それらに不思

議に高い値札が付されている。そして、そういう物品を購入す

ると、購入したものの値段に応じて、様々な形（ジョイント・

チョコレート・グミ等）のマリファナを自分の好きに選べ、対

価の発生しない「おまけ」として貰えるのである。それ以外に

も、DC 市内を巡る数時間のバス・ツアーに、例えば 70 ㌦払う

と、バスのシートにジョイントとグミのパッケージが置かれて

いる、という形式もある。更に、法曹資格を持つ者が「将来の

ディスカウント法的助言クーポン」のおまけにマリファナを呉

れる、という形もある。 

よく言えば創造的、悪く言えばやや灰色なビジネスを、こうし

たビジネスのオーナー達は、DC の住民投票の名前から「I-71 

Compliant」と称して胸を張る。所謂「コンプラ」に真剣な日

本には理解しにくい部分であるが、これが DC の Compliance

である。I-71 ビジネスの業界団体も存在する。その一である
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「The i-71 Committee」のホームページ（日本語で言うとトッ

プページ）にあるミッション・ステートメント11はこうだ。 

The i-71 Committee is a coalition of citizens, industry leaders and 
stakeholders who are committed to passing equitable, fair, and 
socially conscious cannabis legislation that prioritizes access for all.   

印象を伝えるために原文で載せたが、「equitable」「 fair」

「socially conscious」「access for all」といった、アメリカの

リベラルなコンテクストでよく目にする単語が並ぶ。 

多少灰色でも取り締

まらない DC の現実 

前節を見れば、巧みに強かにビジネスを成立させている様にも

見えるのだが、課題がない訳ではない。連邦税徴収を司る内国

歳入庁（Internal Revenue Service：IRS）は、連邦法違反ビジ

ネスに係る費用（人件費や賃料等も含む）の損金算入を認めて

いない。勢い「I-71 Compliant」のビジネスでは現金決済が主

流である。また取引されるマリファナの品質や流通経路にも灰

色な部分が多い。 

一方で、こうした部分があるが故に、州を跨ぐ様な企業にとっ

ては参入障壁が高く、小規模の小売店オーナーは大企業との競

争に晒されるリスクが低い。また、マイノリティ（有色人種）

や前科のある者が再起を掛ける時にも、同じ理由でビジネスを

始め易い。そして、こうした Equitable で Fair で Social 意識を

好むのは、DC に限らず民主党支持者層だ。拙稿「2024 年民主

党「予備選」と第三の党」に書いた通り、DC の 93%＋が 2020

年選挙でバイデンに投票している。政治的背景を考えれば、

DC 政府が I-71 Compliant に目くじらを立てる可能性は低い。

I-71 に拠れば、マリファナの使用は私有地に限られる。だが、

本稿冒頭の通り、街中でジョイントを吸う者は少なくなく、警

察がそれを重点的に取り締まっている様には見えない。 

これも DC の「ある

ある」＝連邦議会共

和党との確執 

本稿では、第二章で州法と連邦法の関係を述べ、第三章（本

章）で DC の現状を描いた。恰も DC が州の様な印象を与えて

しまったかも知れないが、多くに認識されている通り、DC は

州ではなく、州の様に連邦政府から独立していない。合衆国憲

法はその第１章・第 8 条・第 17 項12で DC に係る連邦議会の権

限を以下のように定めている。 

「特定の州から割譲され、かつ、連邦議会が受領することによ

り合衆国政府の所在地となる地区（但し、10 マイル平方を超

えてはならない）に対して、いかなる事項についても専属的な
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IV. 米国のマリファナ市場規模とバイデン政権の後押し。

立法権を行使する権限、および要塞、武器庫、造兵廠、造船所

その他必要な建造物を建設するために、それが所在する州の立

法部の同意を得て購入した土地のすべてに対し、同様の権利を

行使する権限。」 

上に拠り、連邦議会は DC に対して全権（Plenary Power13）を

持つと解釈される。1973 年の DC 内政自治法14で、連邦議会は

DC に限定的な自治権を与え、DC 住民に特別区長（Mayor）

と特別区議会（Citi Council）選出の権利を付与した。一方、

DC の、予算を含む法律を審査し承認する権限は、引き続き議

会が全権を握っている。従い、毎年の連邦歳出権限15（一般に

は連邦政府の「予算」として認識されるもの）の法律の中には

DC に係る条項が含まれる。同条項には、DC の一般的な財

政・予算・政策方針・管理・規制に関しても定められる。 

掛かる仕組みの中で、前節までに述べた I-71 成立にも紆余曲折

が生じる。2014 年 11 月の特別区民投票で 65%近い賛成を得た

I-71。これに対し同年 12 月成立の連邦歳出権限法には、この I-

71 を狙い撃ちにした付帯条項が挿入された。それは、DC 政府

が、連邦規制物質法が規定する第一分類薬品（含、マリファ

ナ）所有・使用・流通規制を、緩和・合法化する動きに就い

て、それへの資金使用を禁じる内容16だった。条項は、提案者

アンディ・ハリス17（メリーランド選出共和党下院議員）の名

前を冠し、ハリス・ライダー（付帯条項）と称される様にな

る。 

こうした共和党の圧力に対し、DC 特別区長や特別区議会は、

I-71 は特別区民の民意を反映したものとして、翌 2015 年 1 月、

連邦議会に I-71 の承認伺いを提出。法に定められた 30 日の連

邦議会審査期間を経た同年 2 月、漸く I-71 が成立するのであ

る。連邦議会共和党の一部保守派議員は、それでも収まらず、 

DC 特別区長や関係者を「違法と知りながら歳出権限を越える

公金を使用した犯罪者であり投獄されるべき」と主張。最終的

に、そんな事態にはならなかった訳だが、議会と DC との関係

性、更に党派間（連邦議会共和党対 DC 政府（＝民主党）の諍

いが改めて浮き彫りにされることとなった。 
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成人人口の 17%が現

時点で使用。若者の

方がマリファナへの

理解。 

国立薬物乱用統計センター18に拠れば、成人人口の 16.9%に当

たる 55 百万人が、現時点でマリファナを使用しているとされ

る。また過去一度以上使用したことがある者は人口の 45%に上

る。そして、大多数（2/3～75%）のアメリカ人が、マリファ

ナを、アルコールよりも、煙草よりも、処方鎮痛剤よりも安全

と回答している。ピュー・リサーチセンターの、アメリカ成人

に対するサーベイ19に拠れば、59%が医療用・娯楽用のマリフ

ァナを合法とすべきと考えており、30%が医療用に限り合法。

何れに就いても非合法とすべきと回答したのは僅かに 10%に過

ぎなかった。医療用・娯楽用何れも合法化すべきとする割合を

年齢別に見ると、18～29 歳では 72%、30～49 歳では 62%、50

～64 歳では 54%、65 歳～では 46%と、年齢が低い方がマリフ

ァナへの支持が高い傾向が見られた。 

合法化が何処まで進

んでいるのか - 州毎

の動き。 

以下の地図にマリファナの合法化の進捗を示す。医療用マリフ

ァナは 38 州と DC、並びに五つの有人領域の内の四領域で合法

化されている。また娯楽用マリファナは 24 州と DC、並びに三

つの米国領域で合法化されている。濃紺が娯楽用まで合法、薄

紺が医療用まで合法の州である。 

増加が期待される娯

楽用マリファナ 

米国のマリファナの市場規模はデータにより数字のブレが出て

来るが、2023 年時点で見ると概ね 200～300 億㌦前後と考えら

れる。一見して判る通り、増加の多くは娯楽用と予想されてお

り、ここに潜在需要があると考えられていることが判る。 
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（出所：MJBizDaily20） 

V. マリファナ使用の問題 
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医療用 娯楽用 計

政権の後押し。 2022 年 10 月、バイデン大統領は大統領布告21を発出し、連邦

法並びに DC の薬物法に基づくマリファナ所持違反で有罪とな

った者全員に恩赦を与えた。恩赦は純粋に所持した者のみで、

販売や流通に関わった者は該当しない。現時点では純粋所持の

罪で投獄されている者はいない。正確な規模は不明であるが、

恩赦対象者は数千人（連邦法のみで 6,500 人とする報道22があ

る）に上ると考えられる。同布告23では、規制物質法に於ける

マリファナの区分（第一分類）の早急な見直しの作業を保健福

祉省と司法省に命じている。 

 マリファナを使用することによる身体への影響は本稿の範疇か

ら外れる為、ここでは現時点で一般的に語られていることをま

とめるに留める。国立薬物乱用研究所に拠れば24、マリファナ

使用者の約 30%が薬物濫用（Use disorder）を経験していると

する。特に 18 歳未満から私用を始めた者が濫用に至るケース

が多いことも指摘する。濫用の多くは依存（Dependence）を

伴い、使用を停止した際に、苛立ち・睡眠不全・食欲減退・疲

労等の症状を訴え、それは 1 週間～2 週間に亘って続くとして

いる。更に、嗜癖25（Addiction）に就いては、その割合を測る

ことの困難さはあるものの、凡そ 9%程度が嗜癖に近い状態に

あることを示唆している。総合病院のメイヨー・クリニック26

はマリファナの副作用として、頭痛・口や目の乾燥・ふらつき
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VI. まとめ 

以上/峰尾 

 

やめまい・眠気・疲労感といった軽症なものから、見当識障

害・幻覚・心拍数増加などを挙げる。更に双極性障害の症状悪

化、鬱病発症リスク、統合失調症の人の妄想や幻覚の症状発症

リスクを上昇させる27としている。 

 本稿を起こす動機となったのは、余りにマリファナが身近にな

ってきたことであった。冒頭に記した通り、外出する限りに於

いて、マリファナの匂いを嗅がない日はない。その（娯楽用マ

リファナ）市場規模は 200 億㌦に及び、向こう 5 年で倍の 400

億㌦超えを見込む予測が存在する。前章の様なリスクを指摘す

る声がある一方、国民の大多数は煙草やアルコールよりも安全

と考え、政権は連邦法の規制緩和に向けて具体策を打ち出す。

州や DC 特別区、一部の領土は連邦法に先駆けて規制の緩和を

進め、連邦政府との衝突も辞さない。ビジネスは更に法の意図

を超えて拡大を目論む。そうした連邦（法）からの逸脱を厭わ

ない発想を後押しする様な、斬新な実験を推奨する連邦最高裁

判事の意見が出されたのは今から 90 年前の 1932 年だ。 

こうしたアメリカのダイナミズムを肌で感じる一方、日本を見

れば、漸く大麻取締法改正案28が提案され「大麻草を原料とし

た医薬品の国内使用に道が開かれる可能性」が議論される。

Yahoo Japan に「マリファナ」と入力して検索すれば、最初に

出て来るウェブサイト29のタイトルは「危険な薬物は「ダメ。

ゼッタイ。」」である。 

この驚くばかりの両国の違い。これを法律の違いだけに帰し、

表面的な比較に終始するのは近視眼的であろう。違いの根本を

掘り下げるのは別稿に委ねるが、その根深さを改めて認識させ

られた次第だ。その両国が同盟国を標榜し、関係強化にリソー

スが投下される。それは評価されるべきことであるが、互いを

同盟国と認識するに際して、互いをどの程度理解しているの

か。その疑問や知的興味なしに、同盟国という言葉が飛び交う

ことへの違和感を禁じ得ない。否定的な言い回しが先に立つ

が、それが当地でアメリカを見聞きする者の率直な印象であ

る。 



丸紅ワシントン報告 

2023年 12月 10日 
  

 

10 

本資料は公開情報に基づいて作成されていますが、丸紅米国会社ワシントン事務所（以下、当事務所）はその正確

性、相当性、完全性を保証するものではありません。 

本資料に従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するもので、当事務所は何らの責任を負うも

のではありません。 

本資料に掲載している内容は予告なしに変更することがあります。 

本資料に掲載している個々の文章、写真、イラストなど(以下「情報」といいます）は、当事務所の著作物であり、

日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。個人の私的使用および引用な

ど、著作権法により認められている場合を除き、本資料に掲載している情報を、著作権者に無断で、複製、頒布、改

変、翻訳、翻案、公衆送信、送信可能化などすることは著作権法違反となります。 

 
1  “An Act to amend the Public Health Service Act and other laws to provide increased research 
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enforcement authority in the field of drug abuse.”, May 1st, 1971.  
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